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議案甲第１号 

 

   鳥栖市防犯カメラの設置及び運用に関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、公共の場所における防犯カメラの設置及び運用に関し、基本原則及び必要な事項を定めることにより、防犯カメ

ラの有用性に配慮しつつ、市民等の権利利益を保護することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 防犯カメラ 犯罪の予防又はその早期解決を目的として、公共の場所に継続的に設置される撮影装置及び画像記録装置並びにこ

れらと電気通信回線を通じて接続される情報機器その他必要な関連機器で構成される一体的システム（建物及びその敷地の管理又

は防災を目的として設置するものを除く。）をいう。 

 ⑵ 公共の場所 道路、公園、広場その他規則で定める不特定多数の者が自由に通行し、又は利用する場所をいう。 

 ⑶ 画像データ 画像記録装置により記録された電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録をいう。）であって、画像表示装置を用いて表示することにより、特定の個人を識別することができるも

のをいう。 

 ⑷ 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通過する者をいう。 

 ⑸ 撮影対象区域 防犯カメラの設置により、犯罪の予防をしようとする区域又は場所をいう。 

 （基本原則） 

第３条 防犯カメラを設置し、又は運用するものは、市民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない権利を有することに鑑み、防

犯カメラの設置及び運用に当たっては、十分な配慮をしなければならない。 

 （設置運用基準の届出） 

第４条 次に掲げるものは、公共の場所に防犯カメラを設置しようとするときには、規則で定めるところにより、防犯カメラの設置及

び運用に関する基準（以下「設置運用基準」という。）を定め、これを市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようと

するときも、同様とする。 

 ⑴ 本市 

 ⑵ 本市から事務又は事業の委託を受けた者及び本市から指定を受けた地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３

項に規定する指定管理者 
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 ⑶ 自治会その他の地域的な共同活動を行う団体 

 ⑷ 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）の規定に基づく商店街振興組合、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第

１８１号）の規定に基づく事業協同組合及び商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）の規定に基づく商工会議所並びにこれら

に準ずる団体として規則で定める団体 

 ⑸ 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第７条第１項に規定する鉄道事業者 

 ⑹ 鳥栖市防犯協会その他犯罪の予防に関する自主的な活動を行う団体 

 （設置者の義務） 

第５条 前条の規定による届出の義務があるもの（以下「届出義務者」という。）は、防犯カメラの運用を適切に行うために、撮影対象

区域ごとに管理責任者を置かなければならない。 

２ 届出義務者で防犯カメラを設置したもの（以下「設置者」という。）は、撮影対象区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置して

いる旨及び設置者の名称を表示しなければならない。 

３ 設置者は、防犯カメラを廃止したときには、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。 

 （取扱者の指定） 

第６条 管理責任者は、設置された防犯カメラの機器操作を行う者（以下「取扱者」という。）を指定することができる。 

２ 管理責任者及び取扱者（以下「管理責任者等」という。）以外の者は、設置された防犯カメラの機器操作を行うことができない。た

だし、緊急であり、かつ、やむを得ない場合は、管理責任者の許可を得て、管理責任者等以外の者が機器操作を行うことができるも

のとする。 

３ 前項ただし書の規定により機器操作を行った者は、行った機器操作の内容を管理責任者に報告しなければならない。 

 （設置者等の義務） 

第７条 設置者及び管理責任者等（前条第２項ただし書の規定により機器操作を行う者を含む。以下同じ。）（以下「設置者等」という。）

は、防犯カメラの適正な運用を図り、設置運用基準を遵守しなければならない。 

２ 設置者等は、防犯カメラで撮影した画像又は画像データから知り得た市民等の情報を他に漏らし、又は不当な目的のために使用し

てはならない。設置者等でなくなった後においても、同様とする。 

 （画像データの適正管理等） 

第８条 設置者等は、画像データの漏えい、紛失又は毀損の防止その他の画像データの安全な管理を確保するため、次に掲げる事項を

遵守しなければならない。 

 ⑴ 画像データを記録した媒体は、施錠できる事務室内又はセキュリティの確保ができる設備に保管するとともに、常にその状況を

点検すること。 
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 ⑵ 画像データの表示又は保存をする場合において、電気通信回線と接続している電子計算機を使用するときは、当該電子計算機に

対する安全対策の措置を講ずること。 

 ⑶ 画像データを記録した媒体を廃棄する際は、粉砕処分等確実に画像データの読み出しが不可能となる方法により行うこと。 

 ⑷ 規則で定める保存期間を経過した画像データは、消去、記録された媒体の破砕その他の方法により復元できないよう適切に処理

すること。 

２ 設置者等は、画像データを編集し、加工し、複製し、又は印刷してはならない。ただし、適法な請求により画像データを開示し、

又は次条に規定する目的外利用若しくは外部提供をする場合は、この限りではない。 

 （目的外利用及び外部提供の制限） 

第９条 設置者は、画像データを防犯カメラの設置目的以外に利用すること（以下「目的外利用」という。）又は第三者に提供すること

（以下「外部提供」という。）をしてはならない。 

２ 設置者は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、目的外利用又は外部提供をすることができる。 

 ⑴ 画像データから識別される特定の個人の同意があるとき。 

 ⑵ 法令に定めがあるとき。 

 ⑶ 市民等の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

 （苦情処理） 

第１０条 市民等は、防犯カメラの設置及び運用並びに画像データの収集及び取扱いに関し、市長に対して苦情を申し立てることがで

きる。 

２ 市長は、前項の申立てがあったときは、それを迅速かつ適切に処理するものとする。 

 （報告及び勧告） 

第１１条 市長は、必要があると認めるときは、設置者等に対し、その設置し、又は管理する防犯カメラの管理及び運用の状況につい

て報告を求めることができる。 

２ 市長は、前項の規定による報告において第４条から第９条までの規定に違反する行為があると認めるときは、設置者等に対し、規

則で定めるところにより、当該違反する行為の中止その他違反を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

 （本市が設置した防犯カメラの画像データの取扱い） 

第１２条 本市が設置した防犯カメラの画像データの取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に

定めるところによる。 

 （委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に防犯カメラを設置しているもので、第４条第２号から第６号までのいずれかに該当するものは、この条例

の施行の日から起算して３月以内に、当該防犯カメラの設置運用基準を定め、これを市長に届け出なければならない。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 （提案理由） 

 防犯カメラの設置及び運用に関し、基本原則及び必要な事項を定めたいため、この案を提出する。 
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議案甲第２号 

 

   鳥栖市公告式条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市公告式条例（昭和２９年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （条例の公布）  （条例の公布） 

第２条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年

月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。 

 

 

２ 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。 

 

 （規則の公布） 

第３条 前条の規定は、規則の公布について準用する。 

 

 

 （規程の公表） 

第４条 市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨

の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければな

らない。 

２ 第２条第２項の規定は、前項の規定について準用する。 

 （市の機関の定める規則及び規程の公表） 

第５条 第２条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規

則で公表を要するものについて準用する。この場合において、

同条第１項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代

表する者」と読み替えるものとする。 

第２条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年

月日を記入してその末尾に市長が署名（地方自治法第１６条第

４項の総務省令で定める署名に代わる措置を含む。）をしなけれ

ばならない。 

２ 条例の公布は、ウェブサイトに掲載し、及び掲示場に掲示し

て行う。 

 （規則の公布） 

第３条 市長の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨

の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規則について準用する。 

 （規程の公表） 

第４条 第２条第２項及び前条第１項の規定は、市長の定める規

程（同項の規則を除く。）で公表を要するものについて準用する。 

 

 

 （市の機関の定める規則及び規程の公表） 

第５条 第２条第２項及び第３条第１項の規定は、市の機関（市

長及び教育委員会を除く。）の定める規則及び規程で公表を要す

るものについて準用する。この場合において、同項中「市長名」

とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と読
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２ 第４条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で

公表を要するものについて準用する。この場合において、同条

第１項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代

表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当

該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。 

 （告示等の公示） 

第６条 第４条の規定は市長の発する告示及び公告に、第５条第

２項の規定は教育委員会を除く市の機関の発する告示及び公告

に準用する。 

み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 （告示等の公示） 

第６条 第２条第２項及び第３条第１項の規定は、市の機関（教

育委員会を除く。）の発する告示及び公告に準用する。 

 

 （施行期日の特例） 

第７条 規則又は教育委員会を除く市の機関の定める規則若しく

は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を

定めることができる。 

 （施行期日の特例） 

第７条 市の機関（教育委員会を除く。）の定める規則又は規程は、

当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができ

る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条第１項に括弧書を加える改正規定は、令和８年７月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 アナログ規制の見直しを図りたいため、この案を提出する。 
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議案甲第３号 

 

   鳥栖市行政区域審議委員会設置条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市行政区域審議委員会設置条例（昭和３０年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （会議録） 

第１０条 会長は、会議ごとに会議録を作り、委員２人以上と共

に署名押印するものとする。 

 （会議録） 

第１０条 会長は、会議ごとに会議録を作り、委員２人以上と共

に署名するものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 押印の見直しを図りたいため、この案を提出する。 
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議案甲第４号 

 

   鳥栖市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（令和５年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （適用除外） 

第７条 次に掲げる手続等については、第３条から前条までの規

定は、適用しない。 

 ⑴ 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを

対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通

知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその

他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適

当でないものとして規則等で定めるもの 

 

 ⑵ 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定におい

て電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を

利用する方法により行うことが規定されているもの（第３条

第１項、第４条第１項、第５条第１項又は前条第１項の規定

に基づき行うことが規定されているものを除く。） 

 （適用除外） 

第７条 次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める

規定は、適用しない。 

 ⑴ 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを

対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通

知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその

他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適

当でないものとして規則等で定めるもの 第３条から前条ま

での規定 

 ⑵ 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に

関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用す

る方法により行うことが規定されているもの（第３条第１項

又は第４条第１項の規定に基づき行うことが規定されている

ものを除く。） 第３条及び第４条の規定 

 ⑶ 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他

の条例等の規定において情報通信技術を利用する方法により

行うことが規定されているもの（第５条第１項又は前条第１

項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。） 

第５条及び前条の規定 

   附 則 
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 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 アナログ規制の見直しを図りたいため、この案を提出する。 
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議案甲第５号 

 

   鳥栖市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市固定資産評価審査委員会条例（平成１１年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （審査申出人の口頭による意見陳述）  （審査申出人の口頭による意見陳述） 

第８条 略 

２ 略 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委

員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならな

い。 

 ⑴～⑶ 略 

 

 （口頭審理） 

第９条 略 

２～７ 略 

８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審査を行った委

員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならな

い。 

 ⑴～⑸ 略 

 

 （実地調査） 

第１０条 略 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委

員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならな

い。 

第８条 略 

２ 略 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 

 

 ⑴～⑶ 略 

 ⑷ 意見を聴いた委員及び調書を作成した書記 

 （口頭審理） 

第９条 略 

２～７ 略 

８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 

 

 ⑴～⑸ 略 

 ⑹ 審査を行った委員及び調書を作成した書記 

 （実地調査） 

第１０条 略 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
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 ⑴～⑷ 略 

 

 （議事についての調書） 

第１１条 略 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した

委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければなら

ない。 

 ⑴～⑷ 略 

 ⑸ 調査を行った委員及び調書を作成した書記 

 （議事についての調書） 

第１１条 略 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 ⑴～⑷ 略  ⑴～⑷ 略 

 ⑸ 議事に関与した委員及び調書を作成した書記 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 押印等の見直しを図りたいため、この案を提出する。 
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議案甲第６号 

 

   鳥栖市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市職員の退職手当に関する条例（昭和２９年条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （退職手当の支払） 

第２条の３ この条例の規定による退職手当は、この条例の規定

によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の規定により指定

した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払

うことができる。 

２ 略 

 （退職手当の支払） 

第２条の３ この条例の規定による退職手当は、この条例の規定

によりその支給を受けるべき者から申出があった場合には、そ

の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によ

り支払うことができる。 

 

２ 略 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 退職手当の支払方法を整理したいため、この案を提出する。 
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議案甲第７号 

 

   鳥栖市税条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市税条例（昭和２９年条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （寄附金税額控除）  （寄附金税額控除） 

第３３条の６ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の

７第１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附

金若しくは金銭を支出した場合には、同項に規定するところに

より控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規

定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控

除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項におい

て「控除額」という。）をその者の第３３条の３及び前条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場

合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当

該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

 ⑴ 所得税法第７８条第２項第２号及び第３号に掲げる寄附金

（同条第３項の規定により特定寄附金とみなされるものを含

む。）並びに租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１

条の１８の２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附

金のうち、次に掲げるもの 

  ア 略 

  イ 公益信託ニ関スル法律（大正１１年法律第６２号）第２

条の規定により佐賀県知事又は佐賀県教育委員会の許可を

受けた同法第１条に規定する公益信託に対して支出した金

銭 

第３３条の６ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の

７第１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附

金を支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべ

き額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規定する特例控

除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額

に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」

という。）をその者の第３３条の３及び前条の規定を適用した場

合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、

当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、

当該所得割の額に相当する金額とする。 

 ⑴ 所得税法第７８条第２項第２号から第４号までに掲げる寄

附金及び租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１

条の１８の２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附

金のうち、次に掲げるもの 

 

  ア 略 

  イ 公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）第６条

又は同法附則第４条第１項の規定により佐賀県知事の認可

を受けた同法第２条第１項第１号に規定する公益信託の信

託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務
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  ウ ア及びイに掲げるもののほか、特に福祉の増進に寄与す

るものとして規則で定めるところにより市長が指定した寄

附金又は金銭 

２ 略 

   附 則 

に関連する寄附金 

  ウ ア及びイに掲げるもののほか、特に福祉の増進に寄与す

るものとして規則で定めるところにより市長が指定した寄

附金 

２ 略 

   附 則 

 （公益法人等に係る市民税の課税の特例） 

第４条の２ 当分の間、租税特別措置法第４０条第３項後段（同

条第６項から第１０項まで及び第１１項（同条第１２項におい

て準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定によ

りみなして適用する場合を含む。）の規定の適用を受けた同法第

４０条第３項に規定する公益法人等（同条第６項から第１１項

までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法

人を含む。）を同条第３項に規定する贈与又は遺贈を行った個人

とみなして、令附則第３条の２の３で定めるところにより、こ

れに同項に規定する財産（同法第４０条第６項から第１１項ま

での規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含

む。）に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額

に係る市民税の所得割を課する。 

 

   附 則 

 この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 地方税法等の一部改正に伴い、条例を改正したいため、この案を提出する。 
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議案甲第８号 

 

   鳥栖市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第５４条の３において準用する法第４６

条第２項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第９５号。以下「府

令」という。）において使用する用語の例による。 

 （運営に関する基準） 

第３条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、府令の定めるところによる。 

 （委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めたいため、この案を提出する。 
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議案甲第９号 

 

   鳥栖市乳児等通園支援事業の実施に関する条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、本市が運営する保育所において実施する児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２３項に規定す

る乳児等通園支援事業（以下「事業」という。）の実施について必要な事項を定めるものとする。 

 （事業実施施設） 

第２条 事業を実施する施設（以下「施設」という。）の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 ⑴ 名称 鳥栖市立保育所鳥栖いづみ園 

 ⑵ 位置 鳥栖市藤木町２３６２番地２ 

 （利用の対象者） 

第３条 施設を利用することができる者は、生後６か月から満３歳未満の子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）第３０条の１５の規定により乳児等支援給付認定を受けた子ども（以下「子ども」という。）とする。 

２ 施設を利用しようとする子どもの保護者（法第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。）は、あらかじめ

規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 

３ 市長は、施設の利用定員を超えない範囲で利用の許可をすることができる。 

 （休業日等） 

第４条 休業日は、鳥栖市保育所運営規則（昭和４１年規則第１２号）第８条に規定する休日のほか、規則で定める。 

２ 事業を実施する時間は、鳥栖市保育所運営規則第７条に規定する保育時間内において規則で定める。 

 （利用時間等） 

第５条 子ども１人当たりの１日の利用時間の上限は、規則で定める。 

２ 子ども１人当たりの１月の利用時間の上限は、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第２８条の３２に

定める時間とする。 

 （利用許可の取消し） 

第６条 市長は、施設を利用する子どもが法第３０条の１８第１項の規定により乳児等支援給付認定が取り消されたときは、第３条第

３項に定める許可を取り消すことができる。 

 （利用料） 
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第７条 施設の利用料は、子ども１人につき１時間までごとに３００円とする。 

２ 前項の利用料は、規則に定める方法で納めなければならない。 

 （利用料の減免） 

第８条 市長は、施設を利用しようとする子どもが属する世帯が規則で定める世帯である場合は、規則で定める額の利用料を減額し、

又は免除することができる。 

 （利用料の還付） 

第９条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 （委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 第３条第２項の規定による許可について必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 乳児等通園支援事業の実施について必要な事項を定めたいため、この案を提出する。 
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議案甲第１０号 

 

   鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（昭和５５年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （助成の制限）  （助成の制限） 

第４条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、次

条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費を助成しない。 

 

 ⑴～⑶ 略 

 ⑷ 当該母子家庭の母若しくは当該父子家庭の父若しくは当該

父母のない児童の養育者、それらの配偶者若しくは民法（明

治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務

者でそれらの者と生計を同じくするもの（以下「扶養義務者」

という。）の前年の所得が、それぞれ次に掲げる額以上である

とき。 

  ア 母子家庭の母及び父子家庭の父 児童扶養手当法施行令

（昭和３６年政令第４０５号。以下「政令」という。）第２

条の４第２項に定める額 

  イ 略 

  ウ 母子家庭の母若しくは父子家庭の父若しくは父母のない

児童の養育者の配偶者又は扶養義務者 政令第２条の４第

７項に定める額 

 （助成の額） 

第５条 市長は、助成対象者に係る保険給付につき、助成対象者

又はその保護者が支払った一部負担金（社会保険各法による附

第４条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、次

条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費の助成は行わ

ないものとする。 

 ⑴～⑶ 略 

 ⑷ 当該母子家庭の母、当該父子家庭の父若しくは当該父母の

ない児童の養育者又はそれらの配偶者若しくは民法（明治２９

年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者でそ

れらの者と生計を同じくするもの（以下「扶養義務者」とい

う。）の前年の所得が、それぞれ次に掲げる額以上であるとき。 

 

  ア 母子家庭の母及び父子家庭の父 児童扶養手当法施行令

（昭和３６年政令第４０５号。以下「政令」という。）第２

条の４第２項第１号に定める額 

  イ 略 

  ウ 母子家庭の母、父子家庭の父若しくは父母のない児童の

養育者の配偶者又は扶養義務者 政令第２条の４第７項に

定める額 

 （助成の額） 

第５条 市長は、助成対象者が保険医療機関等において保険給付

を受けた場合は、保険医療機関等が保険者に請求する診療報酬
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加給付又は他の法令等の規定により国又は地方公共団体が負担

する医療給付があるときは、一部負担金からその額を控除した

額）から、各月５００円の自己負担額を控除した額を助成する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （受給資格証の交付） 

第７条 略 

２ 受給資格証の有効期間は、交付した日から最初に到来する

８月３１日までとし、毎年９月１日に更新する。 

 （給付の方法） 

第９条 第５条に定める助成金の給付は、規則で定めるところに

より、受給資格者の申請に基づき行うものとする。 

 

明細書ごとに、その一部負担金に相当する額から、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を、

次条の規定により受給資格の認定を受けた者（以下「受給資格

者」という。）に対し助成するものとする。 

 ⑴ 保険医療機関等への入院に係る保険給付を受けた場合 １

月につき５００円 

 ⑵ 前号に掲げるもの以外に係る保険給付を受けた場合 １回

につき５００円（一部負担金の額が５００円に満たない場合

は、当該一部負担金の額）。ただし、保険給付を２回以上受け

る場合の２回目以降については、０円 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、助成対象者が薬局におい

て保険給付を受けた場合は、一部負担金に相当する額の全額を、

受給資格者に対し助成するものとする。 

３ 第１項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外

の診療を併せて行う病院又は診療所は、歯科診療及び歯科診療

以外の診療につきそれぞれ個別の保険医療機関等とみなす。 

４ 第１項及び第２項の規定による助成は、他の法令等により国

又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各

法の規定に基づき規則、定款等により付加給付等を受ける定め

がある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。 

 （受給資格証の交付） 

第７条 略 

２ 受給資格証の有効期間は、交付した日から最初に到来する

１０月３１日までとし、毎年１１月１日に更新する。 

 （給付の方法） 

第９条 市長は、ひとり親家庭等医療費として支給すべき費用を、

保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保

険医療機関等に支払うものとする。 
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２ 市長は、前項に定める申請があったときは、その内容を審査

し、助成金を決定し、申請者に給付するものとする。 

 

 

 

 

３ 第１項に定める申請の期間は、助成に係る医療を受けた日の

属する月の翌月の初日から起算して１年以内とする。 

 （届出の義務） 

第１０条 略 

２ 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対しひ

とり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。 

３ 第１項の規定にかかわらず、社会保険各法による療養費の支

給がなされたとき、又は受給者がすでに保険医療機関等で一部

負担金を支払っているときは、受給者の申請に基づき、助成す

べき額を支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。 

４ 前項の申請は、助成に係る医療を受けた日の属する月の翌月

から起算して１年以内に行わなければならない。 

 （届出の義務） 

第１０条 略 

 

 

 

 （権利の譲渡等の禁止） 

第１２条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、

又は担保に供することができない。 

２ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２３条の規定

による届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく前

項の規定による届出があったものとみなす。 

 （権利の譲渡等の禁止） 

第１２条 この条例による助成を受ける権利は、他に譲り渡し、

又は担保に供することができない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１１月１日から施行する。ただし、第１０条に１項を加える改正規定及び附則第３項の規定は令和８年４月

１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和８年１０月３１日以前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

３ 令和８年８月３１日において受給資格の認定を受けている者又は令和８年９月１日から１０月３１日までの間に新たに受給資格の

認定を受ける者の受給資格証の有効期間については、この条例による改正前の鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第７条

第２項の規定にかかわらず、令和８年１０月３１日までとする。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 



- 24 - 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 ひとり親家庭等の医療費助成について、助成の方法を見直し、及び利便性の向上を図りたいため、この案を提出する。 
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議案甲第１１号 

 

   鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例（昭和４９年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （届出等の義務） 

第９条 略 

 

 

 

２ 略 

 （届出等の義務） 

第９条 略 

２ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２３条の規定

による届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく前

項の規定による届出があったものとみなす。 

３ 略 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 アナログ規制の見直しを図りたいため、この案を提出する。 
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議案甲第１２号 

 

   鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例（昭和５８年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （対象者）  （対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者

（以下「対象者」という。）は、次の各号に該当する者であって、

本市に住所を有し、又は本市を住所地特例地とするものとする。 

 

 ⑴ 規則で定める社会保険各法（以下「社会保険各法」という。）

又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）による被保険者、組合員又は被扶養者 

 ⑵ 略 

２ 略 

 （助成額） 

第４条 医療費の助成の額は、対象者の医療費について、社会保

険各法の規定による保険給付又は高齢者の医療の確保に関する

法律による医療の給付を受ける者が負担すべき額から１人につ

き月額５００円を控除した額とする。ただし、当該医療費につ

いて、法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による

医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等がある

場合、損害賠償を受けた場合又は第２条第１号、第２号若しく

は第４号のいずれかに該当する者を除く重度精神障害者が医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第１号に規定す

る精神病床における入院を要した場合は、その額を控除した額

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者

（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する

者であって、本市に住所を有し、又は本市を住所地特例地とす

るものとする。 

 ⑴ 規則で定める医療保険各法（以下「医療保険各法」という。）

による被保険者又は被扶養者 

 

 ⑵ 略 

２ 略 

 （助成額） 

第４条 医療費の助成の額は、対象者の医療費について、医療保

険各法の規定による保険給付を受ける者が負担すべき額から１

人につき月額５００円を控除した額とする。ただし、当該医療

費について、法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担

による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等

がある場合、損害賠償を受けた場合又は第２条第１号、第２号

若しくは第４号のいずれかに該当する者を除く重度精神障害者

の医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第１号に

規定する精神病床における入院に要した費用が含まれる場合

は、その額を控除した額とする。 
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とする。 

２ 前項に規定する保険給付とは、社会保険各法の規定による療

養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族

療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療

養費を、医療の給付とは、疾病及び負傷の治療に要する療養費、

保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費をいう。た

だし、食事療養に関するものは除くものとする。 

 （受給資格の登録） 

第６条 医療費の支給を受けようとする対象者（以下「受給資格

者」という。）は、規則で定めるところにより受給資格の登録を

受けなければならない。 

 

 

 

 （助成の申請） 

第７条 受給資格者が助成金の支給を受けようとするときは、原

則として医療を受けた日の属する月の末日から１年以内に、市

長に申請するものとする。ただし、受給資格者の死亡等により

受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯

主又は市長が適当と認める者が申請するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない事情に

より医療を受けた日の属する月の末日から１年以内に申請する

ことができないと市長が認めたときは、この限りでない。 

 

 （届出義務） 

第９条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があつた

ときは、速やかに市長に届出なければならない。 

 

２ 前項に規定する保険給付とは、医療保険各法の規定による療

養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族

療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療

養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。 

 

 

 （受給資格の登録） 

第６条 医療費の助成を受けようとする対象者は、規則で定める

ところにより受給資格の登録を受けなければならない。 

 

２ 市長は、前項の規定により登録を受けた対象者（前条第１項

の規定により医療費の助成を受けられない者を除く。以下「受

給資格者」という。）に受給資格証を交付するものとする。 

 （助成の申請） 

第７条 受給資格者が助成金の支給を受けようとするときは、原

則として医療を受けた日の属する月の翌月から起算して１年以

内に、市長に申請するものとする。ただし、受給資格者の死亡

等により受給資格者が申請することができないときは、当該世

帯の世帯主又は市長が適当と認める者が申請するものとする。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない事

情により医療を受けた日の属する月の翌月から起算して１年以

内に申請することができないと市長が認めたときは、この限り

でない。 

 （届出義務） 

第９条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があった

ときは、速やかに市長に届け出なければならない。 
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 ２ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２３条の規定

による届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく前

項の規定による届出があったものとみなす。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 アナログ規制の見直し等を図りたいため、この案を提出する。 
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議案甲第１３号 

 

   鳥栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

 第８条 前条第２項の所得割額（退職所得に係る所得割を除く。)

は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和２５

年法律第２２６号。以下「法」という。)第３１４条の２第１項

に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２

項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の

合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１００

分の９．７６を乗じて算定する。 

２ 略 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第８条の３ 第７条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する

ものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属

する世帯であって同日の属する月（以下この号において「特

定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当

該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号、

第９条の３及び第２２条第１項において同じ。）及び特定継続

世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が

第８条 前条第２項の所得割額（退職所得に係る所得割を除く。）

は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和２５

年法律第２２６号。以下「法」という。）第３１４条の２第１項

に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第２

項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の

合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１００

分の９．５５を乗じて算定する。 

２ 略 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第８条の３ 第７条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する

ものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属

する世帯であって同日の属する月（以下この号において「特

定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当

該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号、

第９条の３及び第２２条第１項において同じ。）及び特定継続

世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が
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属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から

特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第９

条の３及び第２２条第１項において同じ。）以外の世帯  

３３，５００円 

 ⑵ 特定世帯 １６，７５０円 

 ⑶ 特定継続世帯 ２５，１２５円 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額） 

第９条の２ 第７条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について９，７００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額） 

第９条の３ 第７条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １０，３００円 

 ⑵ 特定世帯 ５，１５０円 

 ⑶ 特定継続世帯 ７，７２５円 

 （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第１０条 第７条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．３３を乗じ

て算定する。 

 （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第１０条の２ 第７条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金

課税被保険者１人について１１，６００円とする。 

 （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第１０条の３ 第７条第４項の世帯別平等割額は、１世帯につい

て６，１００円とする。 

属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から

特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第９

条の３及び第２２条第１項において同じ。）以外の世帯  

３３，８００円 

 ⑵ 特定世帯 １６，９００円 

 ⑶ 特定継続世帯 ２５，３５０円 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額） 

第９条の２ 第７条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人

について９，９００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額） 

第９条の３ 第７条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １０，６００円 

 ⑵ 特定世帯 ５，３００円 

 ⑶ 特定継続世帯 ７，９５０円 

 （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第１０条 第７条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．２２を乗じ

て算定する。 

 （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第１０条の２ 第７条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金

課税被保険者１人について１１，３００円とする。 

 （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第１０条の３ 第７条第４項の世帯別平等割額は、１世帯につい

て５，６００円とする。 
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 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第７条第２項

本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６６０，０００円を超える場合には、

６６０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税

額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が２６０，０００円を超える場合には、２６０，０００円）

並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００

円を超える場合には、１７０,０００円）の合算額とする。 

 ⑴ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同

条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超

える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及

び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に

規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０００

円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が１，１００，０００円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以

 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第７条第２項

本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６６０，０００円を超える場合には、

６６０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税

額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が２６０，０００円を超える場合には、２６０，０００円）

並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００

円を超える場合には、１７０,０００円）の合算額とする。 

 ⑴ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同

条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超

える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及

び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に

規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０００

円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が１，１００，０００円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以
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下この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の

場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加

算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

  ア 略 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２３，４５０

円 

   (ｲ) 特定世帯 １１，７２５円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １７，５８８円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について ６，７９０円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７，２１０円 

   (ｲ) 特定世帯 ３，６０５円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ５，４０８円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ８，１２０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ４，２７０円 

 ⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

下この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の

場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加

算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

  ア 略 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２３，６６０

円 

   (ｲ) 特定世帯 １１，８３０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １７，７４５円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について ６，９３０円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７，４２０円 

   (ｲ) 特定世帯 ３，７１０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ５，５６５円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ７，９１０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ３，９２０円 

 ⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所
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属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき３０５，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該

当する者を除く。） 

  ア 略 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １６，７５０

円 

   (ｲ) 特定世帯 ８，３７５円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １２，５６３円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について ４，８５０円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５，１５０円 

   (ｲ) 特定世帯 ２，５７５円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ３，８６３円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ５，８００円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ３，０５０円 

 ⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき３０５，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該

当する者を除く。） 

  ア 略 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １６，９００

円 

   (ｲ) 特定世帯 ８，４５０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １２，６７５円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について ４，９５０円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５，３００円 

   (ｲ) 特定世帯 ２，６５０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ３，９７５円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ５，６５０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ２，８００円 

 ⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所
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得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５６０，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に

該当する者を除く。） 

  ア 略 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，７００円 

   (ｲ) 特定世帯 ３，３５０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ５，０２５円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について １，９４０円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２，０６０円 

   (ｲ) 特定世帯 １，０３０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １，５４５円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ２，３２０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １，２２０円 

得金額の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被

保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５６０，０００円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に

該当する者を除く。） 

  ア 略 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，７６０円 

   (ｲ) 特定世帯 ３，３８０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 ５，０７０円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第６条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について １，９８０円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２，１２０円 

   (ｲ) 特定世帯 １，０６０円 

   (ｳ) 特定継続世帯 １，５９０円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第６条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ２，２６０円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １，１２０円 
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２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する

日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学

児」という。）がある場合における当該納税義務者に対して課す

る被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児

につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割

額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額

とする。 

 ⑴ 略  

 ⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ未就学児１人について次に定める額 

  ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯  

１，４５５円 

  イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯  

２，４２５円 

  ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯  

３，８８０円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４，８５０円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する

日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学

児」という。）がある場合における当該納税義務者に対して課す

る被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児

につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割

額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額

とする。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ未就学児１人について次に定める額 

  ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯  

１，４８５円 

  イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯  

２，４７５円 

  ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯  

３，９６０円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４，９５０円 

３ 略 ３ 略 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の鳥栖市国民健康保険条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。 
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 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 国民健康保険税の税率を改定したいため、この案を提出する。 
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議案甲第１４号 

 

   鳥栖市犬取締条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市犬取締条例（昭和４７年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （目的）  （目的） 

第１条 この条例は、犬による人、農作物、家畜、その他（以下

「人畜等」という。）の被害を防止し、もつて住民の日常生活の

安全を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 野犬 飼い主のない犬をいう。 

 ⑷ けい留 飼い犬を丈夫なくさり若しくは綱でつなぎ、又は

おり、さく若しくは障壁の中に入れて、その行動を一定範囲

に制限しておくことをいう。 

 （飼い主のとるべき措置） 

第３条 飼い主は、次の各号に掲げる措置をとらなければならな

い。 

 ⑴ 飼い犬を人畜等に被害を与えないようにけい留すること。 

 ⑵ 飼い犬をけい留している場所から連れ出す場合は、人畜等

に被害を与えないように、丈夫なくさり又は綱でつなぎ、か

つ、かむおそれのあるときは、口輪をかけること。 

 ⑶～⑹ 略 

２ 前項第１号及び第２号の規定は、次の各号のいずれかに該当

第１条 この条例は、犬による人、農作物、家畜その他（以下「人

畜等」という。）の被害を防止し、もって住民の日常生活の安全

を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

 ⑴・⑵ 略 

 

 ⑶ 係留 飼い犬を丈夫な鎖若しくは綱でつなぎ、又はおり、

さく若しくは障壁の中に入れて、その行動を一定範囲に制限

しておくことをいう。 

 （飼い主のとるべき措置） 

第３条 飼い主は、次の各号に掲げる措置をとらなければならな

い。 

 ⑴ 飼い犬を人畜等に被害を与えないように係留すること。 

 ⑵ 飼い犬を係留している場所から連れ出す場合は、人畜等に

被害を与えないように、丈夫な鎖又は綱でつなぎ、かつ、か

むおそれのあるときは、口輪をかけること。 

 ⑶～⑹ 略 

２ 前項第１号及び第２号の規定は、次の各号のいずれかに該当
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する場合には、これを適用しない。 

 ⑴ 警察犬又は狩りょう犬である飼い犬を、その目的のため使

用するとき。 

 ⑵・⑶ 略 

 （野犬の薬殺等） 

第５条 市長は、野犬による人畜等に対する被害を防止するため

特に必要があると認めるときは、あらかじめ指定する者に薬物

を使用して野犬を捕獲又は薬殺（以下「薬殺等」という。）させ

ることができる。 

２ 市長は、前項に規定する薬殺等を行うときは、あらかじめそ

の期間、区域及び方法を定め、飼い犬及び人畜等に被害をおよ

ぼさないよう当該区域内及びその周辺地区住民に対し、その旨

を周知徹底させなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による野犬の薬殺等を行う期間中に、第

３条第１項第１号又は第２号に違反する飼い犬が薬殺等されて

も、その損害の補償は行わないものとする。 

する場合には、これを適用しない。 

 ⑴ 警察犬又は狩猟犬である飼い犬を、その目的のため使用す

るとき。 

 ⑵・⑶ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条～第８条 略 第５条～第７条 略 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 犬の取締りについて見直しを図りたいため、この案を提出する。 
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議案甲第１５号 

 

   鳥栖市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市火入れに関する条例（昭和５９年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （許可の申請）  （許可の申請） 

第２条 法第２１条第１項の規定に基づき火入れの許可を受けよ

うとする者（以下「申請者」という。）は、火入れを行おうとす

る期間（以下「火入予定期間」という。）の開始する日の５日前

までに、申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添え、

市長に提出しなければならない。 

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 申請者が、請負（委託）契約に基づき火入れを行おうとす

る者である場合には、請負（委託）契約書の写し 

２ 略 

 （許可の面積） 

第７条 １団地における１回の火入れの許可の面積は、１ヘクタ

ールを超えないものとする。ただし、火入地を１ヘクタール以

下に区画し、その１区画に火入れを行い、完全に消火したこと

を確認してから次の１区画の火入れを行う場合にあつては、市

長はこれを超えて許可をすることができる。 

 （防火帯の設置） 

第１１条 火入責任者は、火入地の周囲に幅３メートル以上（火

入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合

における風下に当たる部分については６メートル以上）の防火

帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延

第２条 法第２１条第１項の規定に基づき火入れの許可を受けよ

うとする者（以下「申請者」という。）は、火入れを行おうとす

る期間（以下「火入予定期間」という。）の開始する日の５日前

までに、申請者（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添え、

市長に提出しなければならない。 

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 申請者が、請負（委託）契約に基づき火入れを行おうとす

る者であるときには、請負（委託）契約書の写し 

２ 略 

 （許可の面積） 

第７条 １団地における１回の火入れの許可の面積は、１ヘクタ

ールを超えないものとする。ただし、火入地を１ヘクタール以

下に区画し、その１区画に火入れを行い、完全に消火したこと

を確認してから次の１区画の火入れを行う場合にあっては、市

長はこれを超えて許可をすることができる。 

 （防火帯の設置） 

第１１条 火入責任者は、火入地の周囲に幅３メートル以上（火

入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合

における風下に当たる部分については６メートル以上）の防火

帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延
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焼のおそれがないようにしなければならない。 

２ 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によつて防火帯と同

等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができ

る。 

 （火入従事者） 

第１２条 火入者は、火入れに当たつては、１回の火入れの面積

に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者（以下「火入従

事者」という。）を配置しなければならない。 

 ⑴ 略 

 ⑵ ０．５ヘクタールを超える場合にあつては、その超える面

積０．１ヘクタールにつき１人を前号の人数に加えて得た人

数以上 

２・３ 略 

 （火入れの方法） 

第１３条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない

日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければな

らない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下

方に向かつて行わなければならない。 

２ 略 

 （火入れの中止） 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であ

つても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令され

た場合には、火入れを行つてはならない。 

 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそ

れがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報

又は火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければ

ならない。 

焼のおそれがないようにしなければならない。 

２ 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同

等の効果が認められるときは、その設置を省略することができ

る。 

 （火入従事者） 

第１２条 火入者は、火入れに当たっては、１回の火入れの面積

に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者（以下「火入従

事者」という。）を配置しなければならない。 

 ⑴ 略 

 ⑵ ０．５ヘクタールを超えるときにあっては、その超える面

積０．１ヘクタールにつき１人を前号の人数に加えて得た人

数以上 

２・３ 略 

 （火入れの方法） 

第１３条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない

日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければな

らない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下

方に向かって行わなければならない。 

２ 略 

 （火入れの中止） 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であ

っても、強風注意報、乾燥注意報、林野火災に関する注意報、

林野火災に関する警報又は火災警報が発せられたときには、火

入れを行ってはならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそ

れがあると認められるとき又は強風注意報、乾燥注意報、林野

火災に関する注意報、林野火災に関する警報、若しくは火災警

報が発せられたときには、速やかに消火しなければならない。 
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 （緊急連絡体制の整備） 

第１５条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たつては、

市長及び鳥栖・三養基地区消防事務組合消防長（以下「消防長」

という。）に連絡することのできる体制を確保しておかなければ

ならない。 

 （消防長への通知等） 

第１６条 市長は、火入れの許可を行つた場合には、消防長にそ

の旨通知するものとする。 

 （緊急連絡体制の整備） 

第１５条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、

市長及び鳥栖・三養基地区消防事務組合消防長（以下「消防長」

という。）に連絡することのできる体制を確保しておかなければ

ならない。 

 （消防長への通知等） 

第１６条 市長は、火入れの許可を行ったときには、消防長にそ

の旨を通知するものとする。 

２～４ 略 ２～４ 略 

 様式第２号中「殿」を「様」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防条例の一部改正に伴い、条例を改正したいため、この案を提出する。 
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議案甲第１６号 

 

   鳥栖市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市都市公園条例（昭和５３年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （行為の制限）  （行為の制限） 

第２条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとす

る者は、市長の許可を受けなければならない。 

 ⑴～⑷ 略 

 ⑸ 花火及びキヤンプフアイヤー等火気を使用すること。 

２～５ 略 

 （公示の方法等） 

第１０条の２ 法第２７条第５項の規定による公示は、次に掲げ

る事項を、当該公示を始めた日から起算して１４日間、市役所

前の掲示場に掲示することにより行うものとする。 

 

 ⑴～⑷ 略 

２ 市長は、保管した工作物等のうち特に貴重と認められるもの

について、前項の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等

の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者

（以下「所有者等」という。）の氏名及び住所を知ることができ

ないときは、当該公示の要旨を鳥栖市報に掲載するものとする。 

 

３ 略 

別表 

第２条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとす

る者は、市長の許可を受けなければならない。 

 ⑴～⑷ 略 

 ⑸ 花火及びキャンプファイヤー等火気を使用すること。 

２～５ 略 

 （公示の方法等） 

第１０条の２ 法第２７条第５項の規定による公示は、次に掲げ

る事項を、当該公示を始めた日から起算して１４日間、ウェブ

サイトに掲載し、及び掲示場に掲示することにより行うものと

する。 

 ⑴～⑷ 略 

２ 市長は、保管した工作物等のうち特に貴重と認められるもの

について、前項の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等

の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者

（以下「所有者等」という。）の氏名及び住所を知ることができ

ないときは、当該公示の要旨をウェブサイトに掲載し、及び鳥

栖市報に掲載するものとする。 

３ 略 

別表 
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使用目的 単位 金額 

略 

第２条第１項

各号に掲げる

行為をする場

合 

略 

露天営業 １平方メートル

 １日 

１２円 

略 

 花火、キヤンプフア

イヤー等火気を使用

するもの 

１日 １，０００円 

 

使用目的 単位 金額 

略 

第２条第１項

各号に掲げる

行為をする場

合 

略 

露店営業 １平方メートル

 １日 

１２円 

略 

 花火、キャンプファ

イヤー等火気を使用

するもの 

１日 １，０００円 

 

 備考 略  備考 略 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 アナログ規制の見直し等を図りたいため、この案を提出する。 
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議案甲第１７号 

 

   鳥栖市駐車場条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市駐車場条例（平成１０年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （休止） 

第１０条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要がある

と認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止すること

ができる。この場合において、当該駐車場の見やすい箇所にそ

の旨を掲示しなければならない。 

 （休止） 

第１０条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要がある

と認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止すること

ができる。この場合において、その旨をウェブサイトに掲載し、

及び当該駐車場の見やすい箇所に掲示しなければならない。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 アナログ規制の見直しを図りたいため、この案を提出する。 
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議案甲第１８号 

 

   鳥栖市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

 鳥栖市営住宅条例（平成９年条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

 （入居者の公募の方法） 

第７条 略 

２ 前項の公募は、次の各号に掲げる方法によって行うものとす

る。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 市の広報紙への掲載 

３ 略 

 （入居者の公募の方法） 

第７条 略 

２ 前項の公募は、次の各号に掲げる方法によって行うものとす

る。 

 ⑴ 略 

 ⑵ ウェブサイト及び鳥栖市報への掲載 

３ 略 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   

 

 （提案理由） 

 アナログ規制の見直しを図りたいため、この案を提出する。 
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議案甲第１９号 

 

   第７次鳥栖市総合計画後期基本計画の策定について 

 

 第７次鳥栖市総合計画後期基本計画を別冊のとおり策定したいので、鳥栖市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２６年条例第

１７号）第２条第２号の規定により、市議会の議決を求める。 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２日 

鳥栖市長 向 門 慶 人   


